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学
習
会
「『
こ
ど
も
性
暴
力
防
止
法
』

を
学
ぶ
」

　
全
国
学
童
保
育
連
絡
協
議
会（
以
下
、全
国
連
協
）は
、

と
り
わ
け
重
要
な
課
題
に
つ
い
て
研
究
・
学
習
す
る
た

め
に
、
毎
年
、
全
国
連
協
を
構
成
す
る
連
絡
協
議
会
が

集
ま
る
全
国
会
議
の
な
か
で
、
学
習
会
を
開
催
し
て
い

ま
す
。
二
〇
二
六
年
一
月
に
「
こ
ど
も
性
暴
力
防
止
法

施
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
策
定
さ
れ
、
同
年
一
月
か
ら

二
月
に
か
け
て
事
業
者
説
明
会
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
同
年
四
月
一
二
日
、
東
京
都
内
に
会
場
を
設

け
（
オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
）、「『
こ
ど
も
性
暴
力
防
止
法
』

を
学
ぶ
」を
テ
ー
マ
に
学
習
会
を
開
催
し
ま
し
た
。「
子

ど
も
を
守
る
」た
め
の
法
整
備
を
歓
迎
す
る
と
同
時
に
、

こ
の
制
度
が
学
童
保
育
全
体
の
あ
り
方
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
を
意
識
し
て
学
ぼ
う
と
企
画
し
た
も
の

で
す
。
学
習
会
の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。
　

　「
こ
ど
も
性
暴
力
防
止
法
」
と
は
、
二
〇
二
四
年
に

成
立
し
た
「
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事

業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の

措
置
に
関
す
る
法
律
」
の
通
称
で
す
（
二
〇
二
六
年

一
二
月
二
五
日
施
行
）。
学
童
保
育
・
認
可
外
保
育
所
・

学
習
塾
や
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
な
ど
は
認
定
対
象
と
さ
れ

て
お
り
、
国
の
「
認
定
」
を
受
け
た
事
業
者
が
、
法
律

で
定
め
る
性
暴
力
防
止
の
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
（
認

定
申
請
は
任
意
）。
事
業
者
は
、
性
犯
罪
前
科
の
有
無

を
確
認
す
る
再
犯
対
策
は
も
ち
ろ
ん
、
初
犯
対
策
・
予

防
策
を
徹
底
し
、「
そ
の
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力

等
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
教

育
、
保
育
等
の
業
務
に
従
事
さ
せ
な
い
」
よ
う
、
手
立

て
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
本
誌
二
〇
二
六
年

四
月
号
の
「
協
議
会
だ
よ
り
」
参
照
）。

　
学
習
会
の
冒
頭
、
全
国
連
協
か
ら
、
会
が
発
行
し

た
冊
子
『
学
童
保
育
情
報2025-2026

』
収
録
の
資
料

「『
こ
ど
も
性
暴
力
防
止
法
』
の
施
行
に
向
け
て
」
を
用

い
て
、
同
法
に
関
わ
る
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
説
明
し
ま

し
た
。
全
国
連
協
は
、
二
〇
二
四
年
九
月
に
こ
ど
も
家

庭
庁
成
育
局
安
全
対
策
課
と
懇
談
、
二
〇
二
五
年
七
月

に
こ
ど
も
性
暴
力
防
止
法
施
行
準
備
検
討
会
に
て
ヒ
ア

リ
ン
グ
を
受
け
、
い
ず
れ
の
機
会
に
も
、「
学
童
保
育

の
運
営
主
体
は
、
多
岐
に
わ
た
り
、
性
犯
罪
歴
と
い
う

個
人
情
報
を
適
切
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
懸
念
し

て
い
る
」「
実
施
主
体
で
あ
る
市
町
村
の
関
与
が
必
要

だ
と
考
え
る
」
と
要
望
し
て
き
ま
し
た
（
こ
れ
に
つ
い

て
懇
談
で
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
か
ら
、「
実
施
主
体
で

あ
る
市
町
村
が
関
与
す
る
仕
組
み
を
つ
く
る
に
は
、
施

行
後
三
年
（
二
〇
二
九
年
）
の
法
改
正
の
必
要
が
あ
る
」

と
い
う
情
報
が
得
ら
れ
ま
し
た
）。
ま
た
、
ヒ
ア
リ
ン

グ
で
は
、「
学
童
保
育
の
生
活
の
な
か
で
は
、
安
全
の

確
保
を
必
要
と
す
る
場
面
（
事
故
・
ケ
ガ
対
応
や
不
審

者
の
侵
入
防
止
、
災
害
発
生
な
ど
）
が
常
に
あ
り
、
そ

れ
に
対
応
し
得
る
職
員
体
制
と
知
識
や
経
験
に
裏
づ
け

ら
れ
た
瞬
時
の
判
断
が
必
要
。
性
暴
力
防
止
に
際
し
て

も
、
職
員
体
制
の
改
善
が
不
可
欠
」
と
私
た
ち
の
考
え

を
述
べ
て
き
ま
し
た
。

　
学
習
会
の
趣
旨
説
明
で
は
、
子
ど
も
へ
の
性
暴
力
を

防
止
す
る
に
は
、
子
ど
も
・
大
人
共
に
「
尊
厳
を
守
る

こ
と
」「
人
権
を
尊
重
し
、
権
利
侵
害
を
未
然
に
防
止

す
る
こ
と
」
を
大
前
提
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
と
述
べ

た
う
え
で
、
指
導
員
の
短
期
間
の
雇
用
を
く
り
返
す
こ

と
を
前
提
と
し
た
採
用
か
ら
大
き
く
転
換
を
図
り
、
長

期
的
観
点
で
指
導
員
を
育
成
し
、
定
着
さ
せ
て
い
く
こ

と
が
必
要
と
結
び
ま
し
た
。

　
つ
ぎ
に
、
こ
ど
も
家
庭
庁
支
援
局
参
事
官
（
こ
ど
も

性
暴
力
防
止
担
当
）
付
参
事
官
補
佐
（
認
定
担
当
）
か

ら
、「
こ
ど
も
性
暴
力
防
止
法
」
に
つ
い
て
説
明
を
受

け
ま
し
た
。
制
度
の
背
景
に
は
じ
ま
っ
て
、
制
度
の
概

要
、
事
業
者
が
施
行
前
の
い
ま
か
ら
準
備
す
る
必
要
が
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あ
る
こ
と
、
施
行
後
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な

ど
、
学
童
保
育
に
引
き
寄
せ
て
の
説
明
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
参
加
者
か
ら
は
「
わ
か
り
や
す
か
っ
た
」「
情

報
が
整
理
で
き
た
」「
理
解
が
よ
り
深
ま
っ
た
」
と
い

う
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
最
後
に
、浅
井
春
夫
先
生（
立
教
大
学
名
誉
教
授
、〝
人

間
と
性
〟
教
育
研
究
協
議
会
代
表
幹
事
）
か
ら
、
講
義

を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
子
ど
も
へ
の
性
暴
力
を
防

止
す
る
た
め
に
は
、
指
導
員
が
専
門
職
と
し
て
「
包
括

的
性
教
育
」「
か
ら
だ
の
権
利
」
を
学
ぶ
こ
と
、
子
ど

も
自
身
が
暴
力
・
性
暴
力
に
対
応
す
る
力
を
形
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
取
り
組
み
が
必
須
課
題
だ
と
の
提
起
が

あ
り
ま
し
た
。
参
加
者
か
ら
は
、「
生
活
づ
く
り
で
大

切
に
し
て
き
た
こ
と
と
重
な
る
と
思
っ
た
」「
学
習
を

つ
づ
け
て
い
く
」「
地
域
で
発
信
し
て
い
き
た
い
」
と

い
う
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
学
習
会
で
学
ん
だ
こ
と
を
も
と
に
、
全
国
連

協
で
は
課
題
解
決
の
手
立
て
を
地
域
連
協
と
共
に
考

え
、
国
や
自
治
体
に
必
要
な
要
望
を
し
て
い
き
ま
す
。

令
和
七
年
度
全
国
こ
ど
も
政
策
主
管

課
長
会
議
資
料
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た

　「
令
和
七
年
度 

全
国
こ
ど
も
政
策
主
管
課
長
会
議
資

料
」
が
こ
ど
も
家
庭
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ

ま
し
た
。
以
下
、
こ
ど
も
家
庭
庁
成
育
局
成
育
環
境
課

の
資
料
か
ら
、
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

◆
資
料
の
［
も
く
じ
］
を
見
る
と
、
成
育
環
境
課
が
所

管
す
る
事
業
が
俯
瞰
で
き
ま
す
。
主
な
内
容
は
つ
ぎ
の

と
お
り
で
す
。

◎
こ
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
の
環
境
の
確
保

…
妊
婦
等
包
括
相
談
支
援
事
業
及
び
妊
婦
の
た
め
の

支
援
給
付
／
地
域
子
育
て
相
談
機
関
／
放
課
後
児
童

対
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
二
〇
二
六
・
放
課
後
児
童
対
策
予

算
・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
安
全
管
理
／
児
童
館
／

こ
ど
も
ホ
ス
ピ
ス
の
取
り
組
み
の
推
進
・
こ
ど
も
ホ

ス
ピ
ス
支
援
モ
デ
ル
事
業
／
こ
ど
も
・
若
者
の
居
場

所
づ
く
り
／
家
庭
支
援
事
業
／
利
用
者
支
援
事
業
／

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
／
重
層
的
支
援
体
制
整

備
事
業
／
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
／
児
童
委
員
・

主
任
児
童
委
員
／
母
親
ク
ラ
ブ
等
の
地
域
組
織
活
動

等
／
◎
児
童
手
当
…
児
童
手
当
制
度
の
円
滑
な
実
施

／
◎
子
育
て
応
援
手
当
…
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援

手
当

◆
前
年
度
の
同
会
議
の
資
料
の
［
も
く
じ
］
と
比
較

す
る
と
、「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
質
の
確
保
等
」
の

資
料
が
割
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
年
度
の
同
会
議
で

は
、「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
虐
待
等
不
適
切

な
事
案
に
つ
い
て
」「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
内

容
の
評
価
に
つ
い
て
」
の
資
料
が
示
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

◆
新
た
に
「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
利
用
ニ
ー
ズ
の
正

確
な
把
握
に
つ
い
て
」
と
い
う
資
料
が
示
さ
れ
ま
し

た
。
二
〇
二
五
年
一
二
月
一
九
日
付
、
こ
ど
も
家
庭

庁
成
育
局
成
育
環
境
課
事
務
連
絡
「
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
の
利
用
ニ
ー
ズ
の
正
確
な
把
握
と
待
機
児
童
の

保
護
者
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」
の
内
容
を
紹
介
す
る

も
の
で
す
。
事
務
連
絡
の
記
載
事
項
は
つ
ぎ
の
と
お

り
で
す
。「
説
明
会
や
情
報
提
供
の
実
施
」「
利
用
調

整
の
実
施
」「
待
機
児
童
の
正
確
な
把
握
」「
休
会
制

度
の
導
入
」「
整
備
上
の
対
応
」「
補
助
事
業
の
活
用
」。

こ
の
資
料
に
は
、「
一
部
の
市
町
村
に
お
い
て
条
例
で

定
め
ら
れ
て
い
る
利
用
児
童
の
対
象
学
年
と
、
実
際

の
申
し
込
み
時
に
受
付
し
て
い
る
学
年
が
異
な
っ
て

い
る
事
例
が
発
覚
し
」
た
こ
と
を
受
け
て
、
事
務
連

絡
発
出
に
い
た
っ
た
こ
と
の
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
全
国
連
協
で
は
、
二
〇
二
六
年
四
月
二
四
日
に
、
全

国
連
協
を
構
成
す
る
連
絡
協
議
会
を
対
象
に
、
成
育
環

境
課
の
予
算
説
明
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
し
ま
す
。
説

明
さ
れ
た
内
容
は
、成
育
環
境
課
の
確
認
を
受
け
、追
っ

て
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。


